
 

農薬専門調査会における審議結果について 

 

１．審議結果 

農林水産大臣及び環境大臣から食品安全委員会に求められた特定農

薬（エチレン）に係る食品健康影響評価（平成 25 年 3 月 14 日付け 24

消安第 5807 号、環水大土発大 1303141 号）については、平成 25 年 6

月27日に開催された第94回農薬専門調査会幹事会において審議され、

審議結果（案）がとりまとめられた。 

審議結果（案）については、幅広く国民に意見・情報を募った後に、

食品安全委員会に報告することとなった。 

 

２．特定農薬（エチレン）に係る食品健康影響評価についての意見・情

報の募集について 

上記品目に関する「審議結果（案）」を食品安全委員会ホームページ

等に公開し、意見・情報を募集する。 

 

１）募集期間 

平成 25 年 7 月 8 日（月）開催の食品安全委員会（第 481 回会合）の

翌日の平成 25 年 7 月 9 日（火）から平成 25 年 8 月 7 日（水）までの

30 日間。 

 

２）受付体制 

電子メール（ホームページ上）、ファックス及び郵送 

 

３）意見・情報提供等への対応 

  いただいた意見・情報等をとりまとめ、農薬専門調査会の座長の指

示のもと、必要に応じて専門調査会を開催し、審議結果をとりまとめ、

食品安全委員会に報告する。 

CO905952
S 3-4



 

（案） 
 

特定農薬※評価書 
 

エチレン
 

 

２０１３年７月 

食品安全委員会農薬専門調査会 
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原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明

らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬 
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健康影響評価について要請（24 消安第 5807 号、環水大土

発大 1303141 号） 
2013 年 3 月 18 日 関係書類の接受（参照 1～14） 
2013 年 3 月 25 日 第 468 回食品安全委員会（要請事項説明） 
2013 年 6 月 27 日 第 94 回農薬専門調査会幹事会 
2013年 7 月 8 日 第 481 回食品安全委員会（報告） 
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要 約 

 
成長促進剤・発芽抑制剤「エチレン」について、農薬取締法（昭和 23 年法律第 82

号）第 2 条第 1 項ただし書きの規定に基づき、特定農薬（その原材料に照らし農作物

等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水

産大臣及び環境大臣が指定する農薬）として指定することに関し、各種評価書等を用

いて食品健康影響評価を実施した。 

エチレンは、自然及び人為を発生源として環境中に広く存在する物質である。リン

ゴ、ネクタリン、トマト等多くの作物に含まれており、通常の食生活においてこれら

の食品からエチレンを摂取している。 

エチレンは常温で気体であり、経口投与による毒性試験は行われていないが、吸入

投与により実施された各種毒性試験の結果、一部の試験において肝重量増加等が認め

られた。低濃度（2.5%以下）のエチレンを長期間反復投与されたヒトにおいては、慢

性的な障害は認められなかったと報告されている。 

作物残留性に関する試験において、エチレンは検出されないか又は内在性エチレン

によるものと考えられる僅かな残留が認められる程度であった。また揮発性が高いこ

とから、農薬として用いたエチレンが食品に残留する可能性は極めて低いと考えられ

た。 
エチレンは、生体内でエチレンオキシドに変換されることが知られており、エチレ

ンオキシドは IARC において、Group 1（発がん性あり）に分類されている。ヒトに

おいては、吸入したエチレンの約 1～6%がエチレンオキシドに代謝されると推測され

るが、エチレンオキシドについては、エチレンと同様に、食品に残留する可能性は極

めて低いと考えられ、エチレンを通常農薬として使用することに伴うエチレンオキシ

ドによる毒性影響は無視できると考えられる。 
以上のことから、エチレンは、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用さ

れる限りにおいて、食品に残留することにより人の健康に悪影響を及ぼすおそれはな

いと考えられる。 

なお、特定農薬については多様な使用方法が想定されることから、リスク管理機関

において関連情報を収集し、標準的な使用方法についての指針等を作成すべきと考え

る。 
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Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．用途 

成長促進剤、発芽抑制剤 

 
２．名称 

和名：エチレン 
英名：ethylene 

 
３．化学名 

IUPAC 
和名：エテン  

英名：ethene  
 

CAS (No. 74-85-1) 

 
４．分子式 

C2H4 

 
５．分子量 

28.05 

 
６．構造式 

 

 
 

 
７．開発の経緯、使用状況等 

エチレンは、植物の生長を調整する植物ホルモンの一種であり、国内では、有機

農産物の日本農林規格において、調製用等資材としてバナナ及びキウイフルーツの

追熟への使用が認められている。（参照 2） 
今回評価要請のあったエチレンについては、「エチレン濃度 98.0%以上の液化ガ

スをボンベに充填した製品」とされており、じゃがいもの萌芽抑制及びバナナ、キ

ウイフルーツ等の果実の追熟促進が目的とされている。 

エチレンは自然及び人為を発生源として環境中に広く存在する物質である。地球

上のエチレンの年間総排出量は 18～45 x 106 t であり、うち約 74%は自然由来（植

物から生成）のもので、残りの 26%はガス、石油、石炭及びバイオマスの燃焼によ

り人為的に生成されたものと推定されている。（参照 3、4） 

エチレンは、リンゴ、ネクタリン、トマトなどの多くの作物に含まれており、通
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常の食生活においてこれらの食品からエチレンを摂取している（別紙 2 参照）。（参

照 3） 

海外においては、カナダで 2001 年にじゃがいもの萌芽抑制剤として、イギリス

で 2006 年に果実の追熟用並びにタマネギ及びじゃがいもの萌芽抑制剤として農薬

登録されている。（参照 5、6） 

 
農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第 2 条第 1 項ただし書きにおいて、その

原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明

らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬（特定農薬）を製造し

若しくは加工し、又は輸入する場合は、農林水産大臣による登録を受ける必要がな

い旨が規定されており、今回、エチレンを特定農薬に指定しようとすることについ

て、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 1 項第 2 号の規定に基づ

き、農林水産大臣及び環境大臣から食品安全委員会に食品健康影響評価の要請がな

された。 
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Ⅱ．安全性に係る知見の概要 

OECD 資料、米国資料、EU 資料等を基に、エチレンに関する科学的知見を整理

した。検査値等略称は別紙 1 に記載されている。（参照 2～19） 

 
１．吸収・分布・代謝・排泄 

（１）エチレン 

 ① ヒト及び実験動物における内在性エチレンは、不飽和脂肪酸の脂質過酸化、メ

チオニンの酸化、ヘモグロビン中のヘミンの酸化及び腸内細菌の代謝に由来する

ものであると考えられ、血液中濃度は約 0.097 nmol/L とされている。（参照 5） 

 
② ラットに 500,000 ppm を超えるエチレンを 5 時間吸入暴露しても長期の副作

用は認められていない。ヒトや動物は高濃度のエチレンに耐性があり、LC50 の

同定が困難であった。（参照 3、7） 

 
③ エチレンの吸入暴露による毒性学的報告はほとんどないが、エチレンが生体内

の高分子と反応し得ることを示唆する報告がある。ラットにエチレン（300 ppm）

を 12 時間吸入投与した結果、N-(2-ヒドロキシアルキル)バリンヘモグロビン付

加体及び 7-アルキルグアニンの DNA 付加体が検出された。（参照 3、7） 

 
④ SD ラットにエチレン 0.1 及び 80 ppm（0.12 及び 92 mg/m3）を吸入投与した

結果、24%が生体内で変化を受け、76%が未変化のエチレンとして呼気中に排泄

された。肺には 3.5%が留まり、生体内における半減期は 4.7 分であった。最大

代謝率は 0.24 mg/hr・kg 体重とされており、80 ppm（92 mg/m3）を超えると

代謝が飽和すると考えられた。（参照 8） 

 
⑤ Fischer ラットにエチレン 600 ppm（690 mg/m3）を吸入投与した結果、投与

5～10 分で血中エチレンオキシドが速やかに上昇し、その後 60 分で減少した。

試験の間、肝臓における P450 が徐々に減少したが、これはエチレンの代謝中に、

シトクロームのヘムが変異ポルフィリンに変換されることによりフェノバルビ

タール誘導型の P450 が分解されたためと考えられた。（参照 8） 

 
⑥ SD ラットにエチレン 300 ppm（345 mg/m3）を 1 日 12 時間、3 日間吸入投与

した結果、最終投与 12 時間後の組織中エチレン濃度は低かった。ヘモグロビン

付加体並びにリンパ球及び肝臓中の 7-アルキルグアニンは増加し、エチレンオキ

シドの生成が示唆された。（参照 8） 

 
⑦ マウスに 14C で標識したエチレン 17 ppm（22.3 mg/m3）を 1 時間吸入投与し

た結果、4 時間後の残留放射能は主に腎臓及び肝臓に認められ、精巣及び脳では
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低かった。48 時間後の尿中に S-(2-ヒドロキシエチル)システインが検出され、エ

チレンがエチレンオキシドに代謝されたことが示唆された。（参照 8） 

 
⑧ イヌ（雑種 13 匹）にエチレン（1.4%、12 g/m3）及び他の 3 種の麻酔剤を投

与した結果、エチレンの分圧が呼気分圧（1.4%）の 50%に達するのに必要な時

間は、肺胞気及び動脈血で 2 分未満、脳で 3.7 分、筋肉で 8.2 分、中心静脈で 5.2
分であった。（参照 4） 

 
⑨ 10～20 ppb（11.5～23 g/m3）のエチレン吸入暴露により、定常状態のヘモグ

ロビン付加体（N-(2-ヒドロキシエチル)バリン）が 4～8 pmol/g Hb 増加した。 

0.02～3.35 ppm（0.023～3.85 mg/m3）のエチレンに暴露された果物店労働者

において、ヘモグロビン付加体（N-(2-ヒドロキシエチル)バリン）生成量は 22～
65 pmol/g Hb であり、非暴露群では 12～27 pmol/g Hb であった。内在性エチレ

ンによる付加体の生成量は約 12 pmol/g Hb とされている。（参照 8） 

 
⑩ ヒトボランティアを対象として大気中濃度が最大 50 ppm のエチレンを吸入し

た場合の健康への影響が検討された。吸入されたエチレンのうち 5.6%が体内に

吸収され、残りは血流に入ることなく排出された。吸収されたエチレンの 36%は

代謝によって除去され、生体内における半減期は 0.65 時間であった。エチレン

の状態で肺胞に留まった量は 2%と推測された。エチレンの低い吸収率は、血液

への低い溶解度のためと考えられた。（参照 3、4） 

  
（２）エチレンオキシド 

① エチレンは、IARC において Group 1（発がん性あり）に分類されている1エチ

レンオキシドに生体内で変換されることが知られている。（参照 4） 

 
② ラットにおいて、エチレン 1,000 及び 40 ppm の暴露はエチレンオキシド 5.6

～7.5 ppm 及び 1 ppm の暴露に相当すると報告されている。（参照 5、7） 

 
③ 動物データに基づく計算から、エチレン 1 mg/kg 体重の摂取は、組織における

エチレンオキシド 0.03 mg・hr/kg 体重に相当すると考えられる。（参照 8） 

 
④ 低レベルのエチレンに暴露されたマウスにおいて、吸入したエチレンの約 8%

がエチレンオキシドに代謝された。 

ラットにおいて、吸入したエチレン及びプロピレンの約 5～10%が酸化体に変

                                            
1 IARC : AGENTS CLASSIFIED BY THE IARC MONOGRAPHS, VOLUMES 1-106 (2012.11.6 
update)。なおエチレンについては、ヒト及び実験動物のデータが不十分であり、Group 3（ヒトに対
する発がん性については分類できない）に分類されている。 
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換され、ヘモグロビンの求核部位がアルキル化されていた。 
ヒトにおいて、喫煙者では吸入した主流煙中のエチレンの 6%が、非喫煙者で

は 3%がエチレンオキシドに変換されるとされている。（参照 4） 

 
⑤ 石油化学工場におけるエチレンに暴露された作業者（4 mg/m3：8 人、0.1～0.3 

mg/m3：3 人、0.01 mg/m3：9 人）のエチレンオキシド-ヘモグロビン結合物量が

測定された。全ての投与群においてヘモグロビン結合物が検出され、用量相関性

が認められた。吸入したエチレンの約 1%がエチレンオキシドに代謝されること

が示唆された。（参照 4） 

また 4.5 mg/m3のエチレンに暴露された作業者（4 人）について、吸入したエ

チレンの約 1%がエチレンオキシドに代謝され、最大 4%であった。（参照 4） 

 
⑥ 健康なヒトボランティアを対象とした試験から、吸収されたエチレンの約 2～

3%がエチレンオキシドに代謝され、最大 98%が未変化体のまま呼気中に排泄さ

れることが示唆された。（参照 5） 

 
２．毒性に関する知見 

（１）急性毒性試験 

① エチレンは常温で気体である（沸点：－103.71℃）。急性吸入毒性は低いが、

非常に高濃度のものでは酸素との置換により窒息する可能性がある。マウスに対

する空気中エチレンの致死濃度は 950,000 ppm であると推定されている。（参

照 4） 

 
② ラット（雄）にエチレン（10,000、25,000 及び 57,000 ppm）を 4 時間吸入投

与した結果、全ての投与群で血清中のピルビン酸及び肝重量の増加が認められた。

（参照 4） 

 
③ Holtzman ラット（雄）にエチレン（10,000、25,000 及び 57,000 ppm）を 4

時間吸入投与した結果、死亡例は認められなかった。PCB 前投与群では 25,000 

ppm 以上投与群において統計学的に有意な SAKT（アラニン--ケトグルタル酸

トランスアミナーゼ）活性の増加及び肝比重量の増加が認められたが、PCB 非

投与群では肝臓への影響は認められなかった。（参照 3、9、10） 

 
④ Fischer ラット（雄）にエチレン 10,000 ppm（11,500 mg/m3）を 5 時間吸入

投与した結果、死亡例は認められなかった。PCB 非投与群では血清中の酵素活

性、臓器重量、肝臓の光学顕微鏡観察において投与の影響は認められなかった。

PCB 前投与群では肝重量増加、肝小葉中心部の壊死等が認められた。（参照 3、

8、9、11） 
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（２）眼・皮膚刺激性試験 

眼・皮膚刺激性について、液化エチレンガスが刺激性を有するという証拠はな

いが、凍傷を引き起こす可能性がある。（参照 4） 

 
（３）6 日間吸入投与試験（ラット） 

SD ラット（一群雌 6 匹）にエチレン 60%/酸素を 6 日間吸入投与した結果、血

小板数、白血球数及び骨髄細胞数がそれぞれ 19.3%、48.2%、30%減少した。（参

照 4） 

 
（４）70 日間吸入投与試験（ラット） 

ラット（系統、匹数不明）にエチレン 100 ppm を 70 日間吸入投与した結果、

反射神経インパルスの変化、コリンエステラーゼ活性阻害及び血圧低下が認めら

れた。（参照 4） 

 
（５）14 週間亜急性毒性試験（吸入）（ラット①） 

ラット（一群雌雄各 15 匹）にエチレン（300、1,000、3,000 及び 10,000 ppm）

を 1 日 6 時間、週 5 日間で 14 週間吸入投与し、14 週間亜急性毒性試験が実施さ

れた。 

体重、摂餌量、血液学的検査、血液生化学的検査及び病理組織学的検査におい

て影響は認められなかった。 

無毒性量は本試験の最高投与量である 10,000 ppm と考えられた。（参照 4、9） 

 
（６）90 日間亜急性毒性試験（吸入）（ラット②） 

新生児ラット（匹数不明）にエチレン 2.62 ppm を 90 日間吸入投与した結果、

被毛、歯生、開眼の遅延、低血圧、コリンエステラーゼ活性阻害及び従属混乱

（subordination disruption）が認められた。（参照 4） 

 
（７）2 年間慢性毒性/発がん性試験（吸入）（ラット） 

Fischer ラット（一群雌雄各 120 匹）にエチレンを 1 日 6 時間、週 5 日間吸入

（300、1,000 及び 3,000 ppm）投与し、2 年間慢性毒性/発がん性試験が行われ

た。 

試験期間を通じて、脱毛、鼻及び眼周囲の付着物、眼の肉眼所見が認められた

が、各検体投与群における明確な違いは認められなかった。 

検体投与群の雄で最終体重及び総体重変化量の増加が認められたが、用量相関

性は認められず、投与の影響とは考えられなかった。 
血液学的検査、血液生化学的検査及びその他のパラメータに統計学的に有意な

差は認められず、肉眼的及び病理組織学的変化は認められなかった。 
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本試験における無毒性量は、雌雄とも本試験の最高投与量である 3,000 ppm と

考えられた。発がん性は認められなかった。（参照 3、4、12） 

 
（８）生殖/発生毒性スクリーニング試験 

ラット（一群雌雄各 10 匹）にエチレンを 1 日 6 時間、交配前 2 週間及び雄は

剖検前まで（28 日間以上）、雌は妊娠 20 日まで吸入［200、1,000 及び 5,000 ppm
（230、1,150 及び 5,750 mg/m3）］投与し、生殖/発生毒性スクリーニング試験

が実施された。なお投与量は、80、400 及び 2,000 mg/kg 体重/日となるように

計算されているが、肺からの吸収は 5～10%であるため、吸収された量はこれら

を下回ると考えられた。 

親動物及び胎児ともに検体投与による影響は認められなかった（参照 4） 

 
（９）遺伝毒性試験 

エチレンの細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター卵巣由来

CHO 細胞を用いた染色体異常試験並びにラット及びマウスを用いた小核試験が

実施された。 

結果は表 1 に示されているとおり、全て陰性であったことから、エチレンに遺

伝毒性はないものと考えられた。（参照 3、4、13） 

 
表 1 遺伝毒性試験概要 

試験 対象 処理濃度・投与量 結果 

in vitro 

復帰突然 
変異試験 

Salmonella 
typhimurium 
（TA100 株） 

0.5～20% (+/-S9) 
（5,000～200,000 
ppm） 

陰性 

復帰突然 
変異試験 

Escherichia coli 不明 陰性 

染色体異

常試験 

チャイニーズハムス

ター卵巣由来 CHO 細

胞 
25% (+/-S9)a 陰性 

in vivo 

小核試験 
ラット（骨髄細胞） 
（一群雌雄各 10 匹） 

40、1,000、3,000 ppm 
（6 時間/日、5 日間/週
x 4 週間吸入投与） 

陰性 

小核試験 
マウス（骨髄細胞） 
（一群雌雄各 10 匹） 

40、1,000、3,000 ppm 
（6 時間/日、5 日間/週
x 4 週間吸入投与） 

陰性 

注）+/-S9：代謝活性化系存在下及び非存在下     a : アロクロール 1254 投与ラットから調製 
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（１０）ヒトにおける知見 

① エチレンは長年にわたり麻酔剤として使用されていたが、低濃度（2.5%以下）

のエチレンを長期間反復投与されたヒトにおいて、慢性的な障害は認められな

かったと報告されている。（参照 3、4、7） 

 
② 石油化学工場で働いていた女性で流産が多く（6/15 妊婦）認められ、工場外の

女性（1,549 人）と比較して高かった。暴露量のデータは得られていないが、工

場周囲で測定されたエチレンは他の汚染物質（プロピレン、エタン、プロパン及

びフェノール）と比較して 10 倍の濃度（平均 10～15 ppb）であった。（参照 4、

9） 

 
③ 約40～60 ppmのエチレンに暴露されていたポリエチレン工場で働く女性にお

いて、流産、婦人科疾患が多く認められた。（参照 4） 

 
④ エチレン（量不明）に暴露された石油化学工場で働く 31 人の作業者について、

肺がんの発生率増加は認められなかった。（参照 4） 

 
⑤ エチレンを含む多くの化学物質（量不明）に暴露された石油化学工場で働く作

業者において、脳腫瘍リスクが増加したが、因果関係には疑問がもたれている。

（参照 4） 

 
⑥ 37.5%エチレンを 15 分間投与されたヒトにおいて記憶障害が認められ、50%

エチレンでは酸素欠乏による意識消失が認められた。（参照 9） 

 
（１１）エチレンオキシド 

① エチレンオキシドは、Fischer ラットにおいて神経膠腫、腹膜中皮腫及び単核

細胞白血病、B6C3F1 マウスにおいて肺、子宮、ハーダー腺及び乳腺における腺

腫/腺癌の発生率を用量相関的に増加させるとされている。（参照 4） 

 
② 疫学データによると、エチレンオキシドに暴露された作業者（733 人）のうち、

白血病が 8 例、胃がんが 6 例（期待値は 0.8 及び 0.5）認められた。（参照 4） 

 
③ エチレンオキシドは、in vivo 及び in vitro においてタンパク質中のアミノ酸残

基、DNA のプリン塩基と反応する。マウス、ヒト及びラットの赤血球をエチレ

ンオキシドに暴露した結果、主な生成物はシステイン、バリンの N 末端、ヒス

チジンの窒素、カルボキシル基が 2-ヒドロキシエチレン化されたヘモグロビンで

あった。またウシ胸腺 DNA とエチレンオキシドの反応における主な生成物は、

グアニンの N-7 位がアルキル化された 7-(2-ヒドロキシエチル)グアニンであり、
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このアルキル化が発がん性及び遺伝毒性を示す主な原因であると推測されてい

る。（参照 4） 

 
④ エチレン投与していない SD ラットのリンパ球並びに Fischer ラット及び

B6C3F1 マウスの種々の組織において、DNA 付加物が 2～6 nmol/g DNA 認めら

れた。 
エチレン 11 ppm（12.9 mg/m3）を 8 時間吸入投与したマウスの肝臓、膵臓及

び精巣の DNA において、グアニン塩基の 7-アルキル化がそれぞれ 0.17 nmol/g 

DNA、0.098 nmol/g DNA 及び 0.068 nmol/g DNA 認められたが、バックグラウ

ンドの 10%を超える増加は認められなかった。（参照 9） 

 
３．残留性等について 

（１）作物残留性に関する試験① 

エチレン（4～20 ppm）を用いて萌芽抑制処理後、5～24 時間貯蔵したじゃが

いも塊茎中のエチレン濃度が測定された。 

結果は別紙 3 に示されている。 

エチレン処理区においては、ほとんどの場合検出限界未満又は無処理区より低

い残留量であった。無処理区の残留エチレンは、内在性エチレンによるものと考

えられた。（参照 3） 

 
（２）作物残留性に関する試験② 

エチレン（4 ppm）を最大で 150 日間貯蔵に使用したじゃがいもの残留試験の

結果、エチレンオキシドは定量限界（2 ppm）未満であった。（参照 5） 

 
（３）環境中濃度 

バナナの成熟制御にエチレンを使用している企業において、空気中のエチレン

濃度モニタリングを行った結果、エチレン濃度は 0.02～3.35 ppm（0.02～3.85 

mg/m3）であり、平均で 0.3 ppm（0.35 mg/m3）であった。（参照 4） 

 
４．国際機関における評価の概要 

（１）米国（EPA） 

エチレンは自然界に存在し、1923 年から麻酔剤として広く用いられているが、

重篤な毒性に関する報告はないことから、EPA では、認められた植物成長調整

剤等としての使用法においてヒトに毒性影響を及ぼさないと判断されている。

（参照 15） 

果物及び野菜に植物成長調整剤として使用する場合及び witchweed の発芽を

促すために土壌に注入する場合において、MRL の設定が除外されている。また

摂食リスクの懸念が示されていないことから、再登録に当たり残留データは不要
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とされている。（参照 15、17） 
毒性が低いこと、揮発性が高く暴露量は低いこと、麻酔剤として長期間安全に

使用されてきたことから、エチレンを農薬として使用した際のヒトに対するリス

クは無視できると考えられている。（参照 15） 

 
（２）EU（EFSA） 

エチレンの毒性、残留性等について、以下の①～③のとおり評価され、バナナ

とじゃがいもに対する植物成長調整剤として施設中で専門の業者による使用に

限定する等の条件においては、ヒト及び動物の健康に有害な影響を、また地表水、

その他環境に許容できない影響を及ぼすおそれはないと考えられている。（参照

18） 

 
① 遺伝毒性、発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性に関する結論は得ること

ができないとされている。またデータ不足のため、参照用量を設定することはで

きず、消費者、作業者、労働者及び第三者の暴露量が自然からの暴露量（バック

グラウンド量）を超えるのであれば、参照用量を設定するに当たってはデータが

不足しているとされている。（参照 19） 

 
② エチレンオキシドは、エチレンより毒性が強く、毒性的に懸念されるものであ

ることから、エチレンオキシドを考慮せずにエチレンのリスク評価の結論を得る

ことはできない。エチレン使用に伴うエチレンオキシドに暴露された作業者、労

働者及び第三者のリスク評価を行うに当たってはデータが不足しているとされ

ている。（参照 19） 

 
③ エチレン及びその主要代謝物の消費者暴露が自然のバックグラウンドを超え

ないことを示す、ジャガイモ及びバナナにエチレンを使用したデータが不足して

いるとされている。消費者、作業者、労働者及び第三者の暴露リスク評価は完了

していない。（参照 19） 

 
（３）カナダ（PMRA） 

エチレンのヒト及び実験動物における発がん性に関するデータは不足してい

るが、公表文献から、エチレンに暴露されたラットにおいて、エチレンオキシド

の暴露量が低ければ（5.6 ppm）腫瘍発現率の増加は引き起こさないと考えられ

ること、提示されている使用量は、貯蔵終了までエチレン最大 4 ppm の使用で

あること等から、エチレンオキシド濃度は許容できない遺伝毒性又は発がん性リ

スクを生じるレベルには達しないと考えられている。 
エチレンは果物、野菜（じゃがいもを含む。）から成長に伴い自然発生される

ものであることから、一日摂取許容量（ADI）の設定は不要であるとされている。
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またエチレンは急性の危害要因を有していないと考えられることから、急性参照

用量（ARfD）の設定は不要とされている。公表文献上、急性の摂食リスクを示

唆するエチレン投与に関する重大な知見はない。毒性が低く、麻酔剤として広く

使用されてきたことから、エチレン投与のヒトに対するリスクは無視できると考

えられている。 

ラベルに記載された使用法に基づきエチレン処理されたじゃがいもにおいて、

エチレン及び代謝物の残留量は、非処理群より高い値を示さないと考えられるこ

とから、摂食リスク評価は不要であると考えられており、MRL は設定されてい

ない。（参照 5） 

 
（４）環境基準に関するテキサス州委員会 

ラットを用いた急性毒性試験で得られた無毒性量である 50,000 ppm を根拠と

し、安全係数 100（種差：3、個体差：10、試験成績の不足に伴う係数：3）で除

した 500 ppm（570,000 g/m3）が急性参照値（Acute reference value）とされ

ている。 

ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験［2.(7)］で得られた無毒性

量である 3,000 ppm を根拠として吸入頻度を勘案した値（535.71 ppm）を算出

し、安全係数 100（種差：3、個体差：10、試験成績の不足に伴う係数：3）で除

した 5,300 ppb（6,100 g/m3）が慢性参照値（Chronic reference value）とされ

ている。（参照 9） 

 
（５）米陸軍健康増進・予防医学センター 

エチレン 1,000 ppm の暴露はエチレンオキシド約 7.5 ppm と同等であるとさ

れており、この濃度はエチレンオキシドが毒性影響を及ぼす閾値を下回っている

と考えられる。 

毒性試験成績が不足していること、常温で気体でありほとんど経口摂取されな

いと考えられることから、エチレンの経口摂取における毒性参照値（toxicity 

reference values）を設定することはできないとされている。 

高濃度のエチレンが麻酔剤として使用されてきており、環境中のエチレン濃度

で毒性的な影響を及ぼすとは考えられない。代謝物であるエチレンオキシドは毒

性影響を及ぼすとされているが、自然に存在する分子による影響であり、腫瘍形

成、死亡等の重篤な毒性とは関連しない。以上のことから、エチレンの吸入摂取

における毒性参照値（toxicity reference values）を設定することはできないとさ

れている。（参照 7） 

 
（６）スウェーデン国立労働生活研究所 

ヒトに対する入手可能な毒性データから、エチレン暴露による主な影響は中枢

神経系に対するものと考えられ（エチレンは麻酔剤として使用されている）、動
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物データからは、肝臓に対する影響が主なものと考えられる。（参照 8） 
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Ⅲ．食品健康影響評価 

参照に挙げた資料を用いて、特定農薬「エチレン」の食品健康影響評価を実施し

た。 

エチレンは、自然及び人為を発生源として環境中に広く存在する物質である。リ

ンゴ、ネクタリン、トマト等多くの作物に含まれており、通常の食生活においてこ

れらの食品からエチレンを摂取している。 
エチレンは常温で気体であり、経口投与による毒性試験は行われていないが、吸

入投与により実施された各種毒性試験の結果、一部の試験において肝重量増加等が

認められた。低濃度（2.5%以下）のエチレンを長期間反復投与されたヒトにおいて

は、慢性的な障害は認められなかったと報告されている。 

作物残留性に関する試験において、エチレンは検出されないか又は内在性エチレ

ンによるものと考えられる僅かな残留が認められる程度であった。また揮発性が高

いことから、農薬として用いたエチレンが食品に残留する可能性は極めて低いと考

えられた。 

エチレンは生体内でエチレンオキシドに変換されることが知られており、エチレ

ンオキシドは IARC において、Group 1（発がん性あり）に分類されている。ヒト

においては、吸入したエチレンの約 1～6%がエチレンオキシドに代謝されると推測

されるが、エチレンオキシドについては、エチレンと同様に、食品に残留する可能

性は極めて低いと考えられ、エチレンを通常農薬として使用することに伴うエチレ

ンオキシドによる毒性影響は無視できると考えられる。 

以上のことから、エチレンは、農薬として想定しうる使用方法に基づき通常使用

される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康に悪影響を及ぼすおそれ

はないと考えられる。 

なお、特定農薬については多様な使用方法が想定されることから、リスク管理機

関において関連情報を収集し、標準的な使用方法についての指針等を作成すべきと

考える。 
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＜別紙 1：検査値等略称＞ 

略称 名称 

LC50 半数致死濃度 
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＜別紙 2：作物中のエチレン濃度2＞ 

 
作物名（品種名） 濃度（ppm） 

リンゴ (McIntosh & Baldwin) 25～2,500 

アボカド (Choquette) 28.9～74.2 

バナナ (Gros Miche) 0.05～2.1 

青トウガラシ 0.1 

レモン 0.11～0.17 

ライム 0.30～1.96 

マンゴー (Kent & Haden) 0.04～3.0 

ネクタリン 3.6～602 

オレンジ (Valencia) 0.13～0.32 

パッションフルーツ 466～530 

モモ (Elbera) 0.9～20.7 

セイヨウナシ (Bosc) 80 

パイナップル 0.16～0.4 

プラム 0.14～0.23 

トマト 3.6～29.8 
検出限界：< 0.005 ppm 
注：バナナとマンゴーを除き、これらの値は特殊な品種には当てはまらない場合がある。 
 

 

 

                                            
2 Stanley P. Burg and Ellen A. Burg. Role of Ethylene in Fruit Ripening: Plant Physiol; 37(2): 
179–189. (1962) 
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＜別紙 3：作物残留性に関する試験成績＞ 

 

処理期間 測定月日 
出庫後、測定ま

での経過時間 

じゃがいも 

品種 

処理条件 

（ppm） 

残留エチレン

量（塊茎） 

（mg/kg） 

平成 20 年 10

月 28 日～ 

平成 21 年 5

月 30 日 

4 月 24 日 5 時間 

きたひめ 

0 N.D. 

4 N.D. 

20 0.084 

スノーデン 

0 N.D. 

4 N.D. 

20 N.D. 

トヨシロ 

0 N.D. 

4 N.D. 

20 N.D. 

5 月 30 日 24 時間 

きたひめ 

0 N.D. 

4 N.D. 

20 N.D. 

スノーデン 

0 N.D. 

4 N.D. 

20 N.D. 

トヨシロ 

0 N.D. 

4 N.D. 

20 N.D. 

平成 20 年 12

月 3 日～ 

平成 21 年 6

月 25 日 

4 月 23 日 22 時間 

きたひめ 
0 0.094 

8 N.D. 

スノーデン 
0 0.044 

8 N.D. 

トヨシロ 
0 0.075 

8 N.D. 

6 月 25 日 22 時間 

きたひめ 
0 0.090 

8 0.055 

スノーデン 
0 0.49 

8 0.043 

トヨシロ 
0 N.D. 

8 0.076 

N.D. 検出限界未満 
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